
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

一
六
七

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件

一
六
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
六
八

○
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
件

公

告

一
六
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
六
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
六
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六
九

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

一
七
〇

○
公
金
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
件

正

誤

一
七
〇

○
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
付
け
号
外
第
十
三
号
中

一
七
〇

○
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
付
け
号
外
第
二
十
六
号
中

一
七
〇

○
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
三
十
三
号
中

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
五
年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

調
査
を
行
う
者
の
名
称

調

査

地

域

調

査

期

間

福
島
市

大
波
第
五

大
波
第
六

平
成
二
六
年
三
月
三
一

日

会
津
若
松
市

追
手
町
第
二

同

郡
山
市

田
母
神
第
六

同

い
わ
き
市

上
永
井
Ｃ

大
平
Ｆ

旅
人
Ｈ

同

大
平
Ｇ

白
河
市

巡
り
矢

同

須
賀
川
市

滝
第
三

江
花
第
六

同

喜
多
方
市

磐
見
第
九

小
船
寺
第
一

山
都
第
三

同

磐
見
第
七

伊
達
市

石
田
第
九

梁
川
第
六

梁
川
第
七

同

石
田
第
一
〇

梁
川
第
八

石
田
第
一
一

梁
川
第
九

梁
川
第
一
〇

伊
達
郡
国
見
町

徳
江
第
二

徳
江
第
三

同

伊
達
西
部
第
一

伊
達
西
部
第
二

大
枝

大
木
戸

徳
江
・
高
川
原

森
山
・
北
部

石
母
田

山
崎
第
一
・
第
二

藤
田

小
坂
圃
場
整
備

板
橋
南

岩
瀬
郡
天
栄
村

牧
本
第
二
〇

牧
本
第
二
一

同

南
会
津
郡
下
郷
町

芦
ノ
原
第
三

芦
ノ
原
第
四

同

枝
松
第
一

枝
松
第
二

同

郡
南
会
津
町

高
野
第
四

鹿
毛
沢

永
田
第
一

同

永
田
第
二

森
居
坂
第
四

猛
ノ
山

小
野
島
第
二

舘
岩
第
二
一

高
野
第
一

舘
岩
第
二
二

高
野
第
二

高
野
第
三
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耶
麻
郡
北
塩
原
村

大
塩
第
六

同

同

郡
西
会
津
町

上
野
尻
第
三

同

同

郡
会
津
坂
下
町

牛
川
第
一
・
第
二

牛
川
第
三
・
中
村

同

河
沼
郡
湯
川
村

下

川

石
伏

上

川

同

大
沼
郡
会
津
美
里
町

本
郷
第
一

本
郷
第
二

同

東
白
川
郡
矢
祭
町

金
沢

宝
坂

小
田
川

下
関
河
内

同

上
関
河
内

大
垬

高
野

同

郡
塙
町

川
上
三

川
上
四

同

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
河
市

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同

年
四
月
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

河
川
の
名
称

一
級
河
川
阿
武
隈
川
水
系
桜
川

二

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

左
岸
堤
防

三

河
川
管
理
施
設
の
位
置

田
村
郡
三
春
町
字
山
崎
一
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
字
山
崎
四
番
一
地
先
ま
で

四

管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

道
路
管
理
者

三
春
町
長

鈴
木

義
孝

田
村
郡
三
春
町
字
大
町
一
番
二
号

五

管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設
(路
面
(路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。
）
、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の

も
っ
ぱ
ら
道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
新
設
（
道
路
の

附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２

維
持
管
理
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
関
係
図
面
の
と
お
り
。

３

原
則
と
し
て
道
路
占
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

４

１
、
２
及
び
３
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
又
は

同
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
兼
用
工
作
物
の
管
理
（
道
路
占
用
施
設
以
外
の
部
分
に
係
る

同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
公
使
を
除
く
。
）

六

管
理
の
期
間

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

（
河
川
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

難
波

和
彦

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
希
望
ヶ
丘
五
十
九
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
①
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
震
災
・
津
波
被
害
や
原
子
力
災
害
等
を
受
け
た
自
治
体

に
対
し
て
、
復
興
を
目
指
し
た
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り
の
支
援
事
業
を
行
な
う
②
東
日
本
大
震
災
に

よ
る
震
災
・
津
波
被
害
や
原
子
力
災
害
等
を
受
け
た
市
町
村
民
に
対
し
て
、
生
活
再
建
を
目
指
し
た

住
ま
い
の
支
援
事
業
を
行
な
う
③
福
島
県
内
で
復
興
活
動
に
従
事
す
る
建
設
設
計
者
・
施
工
者
に
対

し
て
支
援
事
業
を
行
な
う
、
の
３
つ
を
設
定
し
、
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り
を
通
し
て
福
島
県
の
震
災

復
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

�

�



平成25年４月19日 金曜日 福 島 県 報 定例第2480号169

公
告
第
百
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
じ
さ
い

三

代
表
者
の
氏
名

室

正
輝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
鶴
見
坦
一
丁
目
二
番
二
十
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
中
で
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
幼
児
か
ら
高
齢
者
そ
し
て
障
害
を
も
っ
て

い
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
生
活
を
支
援
し
、
認
め
合
い
支
え
合
う
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
豊
か

な
地
域
社
会
づ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

フ
ァ
ン
ズ
中
丁
店

福
島
県
伊
達
郡
川
俣
町
字
中
丁
二
十
四
番
地
の
二
ほ
か

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
八
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
二
日

五

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
九
日

六

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
運
喜

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

公 告 第 １ １ １ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 11条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 25年 ４ 月 19日
福 島 県 知 事 佐 藤 雄 平

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
コ ピ ー 用 紙 Ａ ４ （ 2 , 5 0 0枚 入 ） 予 定 数 量 26 , 0 0 0箱

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 25年 ３ 月 25日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 阿 部 紙 工 福 島 県 福 島 市 庄 野 字 柿 場 １ 番 地 の 11

５ 落 札 金 額
１ 箱 当 た り 1 , 0 2 0円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 相 当 す る 額 を 除 く 。 ）

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 25年 ２ 月 12日

（ 入 札 用 度 課 ）
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福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
徴
収
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
九
日

福
島
県
立
美
術
館
長

早

川

博

明

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
立
美
術
館
観
覧
料
及
び
図
録
等
売
払
代
金
徴
収
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
東
北
装
美

２

所
在
地

福
島
県
郡
山
市
並
木
三
丁
目
五
番
地
の
三

三

徴
収
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

（
総

務

課
）

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日
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け
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技
能
職
員

技
職
職
員

三

下

三

○
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成
二
十
五
年
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月
二
十
六
日
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け
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十
六
号
中

技
能
職
員

技
職
職
員
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ろ
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ら
一

○
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
三
十
三
号
中
（
原
稿
誤
り
）

件
件
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ろ
か
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